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4．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項  

4.1 防護・環境・利用の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 

茨城沿岸は，多様な特性を有し多面的な利用がなされていることから，各海

岸の性状，防護の状況など，地域の特性や実態，住民の意向，経済性，維持管

理の容易性，施工性，公衆の利用，県や市町村の総合計画の位置付けなどを総

合的に判断し，優先度を設定のうえ，適切に整備を進めていく。 

表 4.1（1）～（17）に各海岸の特性を踏まえた取組みの方向と海岸保全施設

の整備方針を示す。取組みの方向は，各海岸の防護，環境，利用の３項目の方

向について，下記の段階・区分の考え方に従って分類したものである。各地区

海岸の整備にあたっては，気候変動の影響や社会状況等を考慮して検討する。 

 

≪取組みの方向≫ 

海岸防護（段階） 

【ア】現状の防護水準の維持に努める区間 

・海岸保全施設の供用期間中の計画外力に対して，既存の海岸保全施設等により背

後地が防護されている海岸，又は後背地地盤高が高い海岸 

【イ】事業実施中の区間 

・国の交付金事業等により，工事または事業計画の策定が進んでいる海岸 

【ウ】事業実施に向けて計画策定が必要な区間 

・海岸保全施設の供用期間中の計画外力に対して，既存の海岸保全施設等の堤防高

や砂浜幅などが不足しており今後対策が必要な海岸 

 

海岸環境（段階） 

【ア】現状の環境の維持に努める区間 

・砂浜や磯の環境，崖等の良好な景観が概ね維持されている海岸 

【イ】失われつつある環境の修復に努める区間 

・砂浜や崖の侵食の進行やそれに伴い生物の生育・生息・繁殖環境が失われつつある

海岸 

【ウ】環境の改善・回復を目指す区間 

・砂浜や崖の侵食の進行により，生物の生育・生息・繁殖環境や景観が悪化している

海岸 

 

海岸利用（区分） 

【ア】現状の利用の維持に努める区間 

・住民の日常生活や漁業の場として利用の継続に努め，その他の用途での過度な利

用とならないようにする海岸 

【イ】自然環境を守りながら利用の適正化を図る区間 

・自然環境に優れ，これを劣化させる利用は控えるなど，利用の適正化を検討してい

く海岸 

【ウ】地域の活性化に資する利用を図る区間 

・レクリエーションや観光など，地域の活性化に資する取組みを進める海岸 
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表 4.1（1） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（2） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（3） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（4） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（5） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（6） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（7） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（8） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（9） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（10） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（11） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（12） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（13） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（14） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（15） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（16） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 
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表 4.1（17） 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


